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１【提出理由】

　当社の特定子会社の異動を伴う株式譲渡契約を締結することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①　名称　　　　：富士通クライアントコンピューティング株式会社

②　住所　　　　：神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号

③　代表者の氏名：代表取締役社長　　齋藤　邦彰

④　資本金　　　：400百万円（2017年11月2日現在）

⑤　事業の内容　：ノートPC、デスクトップPC等の研究、開発、設計、製造、販売、企画、

　　　　　　　　　および保守・修理サポート

 

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する割

合

①　当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前：8,000個

異動後：3,520個

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前：100.00％

異動後：44.00％

（注）　総株主等の議決権に対する割合は、富士通クライアントコンピューティング株式会社の2017年11月2日

現在における総株主等の議決権の数（8,000個）を基準に算出しております。

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由　：Lenovo Group Limited及び株式会社日本政策投資銀行との株式譲渡契約の締結の決定により、当

社の特定子会社である富士通クライアントコンピューティング株式会社がLenovo Group Limited

のグループ会社となり、当社の特定子会社でなくなることが予定されているためです。

②　異動の年月日：2018年度第1四半期（予定）

 

　以　上
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